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１． 趣旨 

   この要項は、全国各地に所在する消滅や改変の危機に瀕している未指定・未登録の名勝地の保護のた

めに、必要情報の集約を目的として実施する調査経費について、国が補助を行う場合の必要事項を定め

るものである。 

 

２． 補助事業者 

   補助事業者は、地方公共団体とする。 

 

３． 補助対象事業 

   補助対象は、次に掲げる名勝地の調査に係る事業とする。 

   （１）名勝地を特定するために行う総合調査 

   （２）個別の名勝地を対象として行う実測図作成等に係る詳細調査 

   

４． 補助対象経費 

   次に掲げる経費を補助対象とし、その明細は別紙のとおりとする。 

   （１）主たる事業費 

      ア 調査経費 

      イ 調査報告書等制作経費 

   （２）その他の経費 

       事務経費 

 

５． 補助金の額 

   （１）補助金の額は、補助対象経費の２分の１とする。ただし、当該年度の前々年度の財政力指数 

     （地方交付税法（昭和２５年法律第２１１号）第１４条及び第２１条の規定により算定した基準

     財政収入額を同法第１１条及び第２１条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値

     の過去３年間の平均値）が１．00を超える都道府県又は指定都市にあっては、財政力指数の逆数

     （調整率）を補助金の交付額に乗じて得た額とする。 

 

   （２）当該地方公共団体が、地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）

に規定する財政再生団体又は過疎地域自立促進特別措置法（平成１２年法律第１５号）に規定す

る過疎地域をその区域とする市町村である場合の補助率は６５％とする。 

       

   （３）当分の間、補助事業者が沖縄県内に所在する地方公共団体にあっては、補助対象経費の５分の

４とする。 
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 事務連絡旅費 

 文化庁指導監督旅費 

 

 

 

 


